
普通徴収から特別徴収への変更届出書
中途就職・採用等により本人から特別徴収を希望する旨の申し出があった場合は，至急この届を提出してください。確認後，市民税・県民税
特 別 徴 収 税 額 （ 変 更 ） 通 知 書 を 送 付 し ま す の で ， そ の 月 割 額 に よ り 徴 収 し て く だ さ い 。
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（あて先）　宇都宮市長 指定番号

名　称
所属

平成 年 月 日
担当者

氏名提出
代表者の

㊞
連絡先

電話 （ ） -職氏名印

普通徴収から特別徴収へ変更する給与所得者

フリガナ

生
年
月
日

普通徴収の納

ア

年税額のうち本人が納税通知書で
明

年 月 日

付状況 第　　　期まで納付済みです。

氏　名

大
（いずれかに

昭
○印を付けて

イ 納税通知書の税額は全額未納です。
平

ください。）
ウ その他 （ ）

住　所

特別徴収 平成　　　年　　　月分（　　　年　　月　　日納
〒 －

開始年月 入分）から特別徴収します。

※宇都宮市処理欄（この欄は記入しないでください。）

口座（　無　・　有　）→依頼書　済　Ｄ給報　　　　全特　・　特差

Ｔ停止（　　　　期）　　済 　個人　　　　　　　へ依頼

Ｓ依頼書　　　　　　　済 　資料併合確認　　　　済

破棄・停止指導　　　済 　済期・月　　／　開始期・月

□連絡済　　　月　　分　　　　　　円 （　　　　　／　　　　　　）

　　　普通徴収納税通知書の 　　　　　　　　　月分以降　　　　　円

　　　通知書番号（９ケタ）

備　考

１．「特別徴収開始年月」は，届出書の提出日がその月の１０日頃までの場合は翌月から，それ以降は翌々月からになります。
　例　：　７月１０日に変更届出書提出　　→　　７月２５日頃税額変更通知書発送　　→　　８月分（９月１２日納入分）より特別徴収開始
２．納期限が過ぎている分については，特別徴収に変更できません。
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